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令和元年度 大分県トラック事業政治連盟通常総会
令和元年度 陸上貨物運送事業労働災害防止協会大分県支部通常総会
各種助成制度について
運行管理者基礎講習《貨物》（前期）の開催について
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　１. 第72回 公益社団法人大分県トラック協会定時総会
 令和元年度 大分県トラック事業政治連盟通常総会
　 令和元年度 陸上貨物運送事業労働災害防止協会大分県支部通常総会を開催
　２. 各種助成制度について
　３. 運行管理者基礎講習《貨物》（前期）の開催について
　４. トラックドライバー・コンテスト大分県大会の開催について
　５. 大分県フォークリフト運転競技大会の開催について
　６. 児童絵画コンクール応募要領
　７. 街頭啓発活動（事故ゼロの日）の実施結果
　８. 事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について
　９. 令和元年度 経営診断受診促進事業について

☆青年部だより

☆行政だより
　⑴ Ｇ20大阪サミット等の開催に伴う警備協力について
　⑵ 貸切バスによる死傷事故の発生を踏まえた
 　　　　　　事業用自動車の安全確保の取組の徹底について
　⑶ グリーン経営推進講習会（長崎）を開催します！
　⑷ 改善基準告示を遵守しよう！
　⑸ 不正改造は犯罪です！
 
☆国税だより

☆大分産業機械技能教習所だより

☆陸災防だより
　講習案内
　令和元年度 陸上貨物運送事業夏期労働災害防止強調運動

☆お知らせ
　⑴ 貸出機器の紹介
　⑵ 令和元年度運輸安全マネジメント認定セミナーのご案内
　⑶ STOP！熱中症 クールワークキャンペーン
　⑷ 平成30年度職場における熱中症の発生状況について
　⑸ 新入会員紹介
　⑹ 会員名簿訂正方のお願い
　⑺ 燃料情報
　⑻ 行事予定表
　⑼ 帳票関係FAX注文書

当誌「大分トラック情報」がホームページにて閲覧可能となっております。
閲覧用パスワードは「６３１１」です。



　（公社）大分県トラック協会（仲浩会長）、大分県トラック事業政治連盟（仲浩会長）は
５月30日、大分県トラック会館において、多くの来賓のご臨席のもと、順次令和元年度通
常総会を開催した。
　議事に先立ち、はじめに仲浩会長があいさつを述べた。要旨は次のとおり。

第72回　　　　大分県トラック協会定時総会

　「我々、大分県トラック協会は県経済と県民生活の基
盤を支える産業として、現在600の会員事業所をかかえ、
17,000名の従業員が14,800台のトラックを使って、安全・
確実な輸送を果たすため、昼夜を問わず輸送業務を行っ
ている。まさに、我々が担っている物流は県経済の血流
そのものである。最近では、大規模な広域災害の発生に
より経済や国民生活を支える物資の供給が途絶し、企業

の生産活動や国民の衣食住の維持そのものが困難となる事態が発生している。物資輸送が
極めて重要であると多くの国民が認識することとなった。
　その一方で、現在のトラック運送業界は苦難の時代に直面している。全産業と比較して
約２割長い労働時間にもかかわらず２割安い賃金といった矛盾を克服できず、加えて少子
高齢化社会の到来による人材不足によりドライバーが減少している。さらに不安定な国際
情勢に影響される燃料価格の変動に翻弄されている。そのような中、標準貨物自動車運送
約款が改正され、新たに待機時間料金の規定化、付帯業務の内容のより明確化など、運賃
と料金のルールがより的確に区分された。
　さらに、貨物自動車運送事業法が改正され、荷主の配慮義務が明記されるとともに、標
準的な運賃の告示制度が導入された。このような流れを受け、我々が取り組むべきことは
適正な運賃・料金の収受、荷待ち時間や積み卸しなどの付帯業務の対価についても確実に
支払ってもらえるよう、荷主との折衝を行うことである。
　また、ﾄﾞライバー不足については、情報発信を行いトラック運送業界のイメージの向上
につとめ、全ての事業者が働き方改革を進め労働環境の整備や時間外勤務の縮減に向け、
業界をあげて取り組んでいく。さらに、ドライバーの運転に関する安全意識の向上にも取
り組み、街頭啓発活動等、一層の安全啓発活動につとめ、会員事業者や従業員、ドライバー
とともに安全運転に取り組む環境を作りあげていく。
　協会では、「会員第一の運営」、「トラック運送業界の社会的・経済的地位の向上」、「社会
貢献と会員相互の連携を強化」を基本指針とし、新しい時代に向けて歩みを進めていく。」

あいさつを述べる仲会長

令　和
元年度 大分県トラック事業政治連盟通常総会を開催

公　　益
社団法人
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　仲会長あいさつに続いて、来賓の広瀬勝貞大分県知事から祝辞が述べられた。要旨は次
のとおり。

祝辞を述べる広瀬知事

　「トラック協会には、安全意識の固定化、低公害車の
導入、RORO船やフェリーを活用したモーダルシフトな
どの取り組みを行っていただいている。
　トラック輸送サービスを持続的・安定的に行っていた
だくには、やはり荷主の理解を得て適正な料金の収受が
必要である。
　私ども、大分県でも物流ネットワークを大変重要なも

のだと考えている。特に東九州自動車道、中九州横断道路、中津・日田道路の整備が進み、
中津・別府・大分・佐伯と良港があり、この道路と港をうまく結び合わせ、大分県から九州・
全国へと、物流のネットワーク拠点として発展させ、九州の東の玄関口としての拠点化戦
略を進めている。この事業を推進するにあたっては、これを中心となって活用していただ
くトラック業界の皆さんの理解と協力が必要である。今後も皆さんと相談しながら、この
拠点化戦略をともに進めていきたい。」

　仲会長あいさつ、広瀬県知事祝辞に続き、トラック協会及び陸災防の表彰式が行われた。
　（公社）全日本トラック協会表彰規程による表彰では、感謝状６名、表彰状４名、正し
い運転・明るい輸送運動表彰では、事業所の部１社、従業員の部２名が受賞。（公社）大分
県トラック協会長表彰では、勤続25年以上12名、勤続15年以上８名、勤続７年以上７名、
特別表彰１名が受賞。受賞者の代表３名に対し仲会長から表彰状が贈られた。
　次に、陸上貨物運送事業労働災害防止協会長表彰の安全衛生表彰２社、優良フォークリ
フト等運転者表彰２名が受賞。同大分県支部長表彰の安全衛生管理優良賞18社、無災害賞
３社が受賞。受賞者の代表２名に対し、山下柾規支部長から表彰状が贈られた。

トラック協会・陸災防表彰式

　最後に、受賞者を代表し、㈲東京運送の
秦光則氏が謝辞を述べた。
　表彰式に続いて、来賓の自由民主党大分
県支部連合会の阿部英仁会長、公明党大分
県本部の河野成司代表、大分運輸支局の嘉
村英夫支局長、大分県警察本部の木村浩和
交通部長、大分県労働局の岡本克也労働基
準部長が、それぞれの立場から挨拶、説示
を行った。 受賞者代表による謝辞
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　大分県トラック協会の総会に続いて、令和元年度大分県トラック事業政治連盟通常総会
が開催され、仲会長が議長をつとめ、①平成30年度事業報告（案）②平成30年度収支決算
報告（案）及び収支差額処分（案）について③令和元年度事業計画（案）について④令和元年
度収支予算（案）及び令和元年度会費の額（案）について、それぞれ審議、原案どおり承認
された。

第72回 大分県トラック協会の総会

　議長を仲会長がつとめ、報告①平成30年度事業報告について②令和元年度事業計画につ
いて③令和元年度収支予算について、続いて議案①平成30年度収支決算案について②公益
社団法人大分県トラック協会入会金及び会費の額（案）について審議を行い、いずれも原
案どおり承認された。
　平成30年度に実施した事業の中では、例年の活動に加え、自民党大分県議会議員との意
見交換会や九州管区広域緊急援助隊合同訓練への参加、適性診断機器（４個）の運用・貸
出し等を行い、さらに、Ｇマークの広報活動や「おおいたトラックふれ愛ディ」（交通労
災事故根絶安全大会、児童絵画コンクール表彰式、トラックの日イベント）の開催など、
県民に業界をアピールする活動も数多く実施した。

大分県トラック事業政治連盟の総会

総会のようす
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令和元年度 陸上貨物運送事業労働災
害防止協会大分県支部通常総会を開催

　（公社）大分県トラック協会ならびに大分県トラック事業政治連盟の総会に引き続いて、
陸上貨物運送事業労働災害防止協会大分県支部の令和元年度の通常総会が開催された。
　はじめに、山下柾規支部長が「業界の現状は死亡災害は減少しているが、負傷事故件数
は増加の傾向にある。その中にあって、トラック産業は人手不足、労働者の高齢化が進行
するなか、現場の作業にかかる負担は旧態依然としている状況が続いている。各社におか
れては現場の状況を従業員から聞き取りを行い、改善する点を洗い出し、対策をお願いし
たい。陸災防としても大切な労働者を守るための取り組みを根気よく実践していく。特に
今年は労働局とともに、事故の分析と対策について協議会を開催し、荷主にも参加いただ

山下支部長

き、事故防止につなげていくこととしていく」とあい
さつした。
　次いで、山下支部長が議長を務め、①平成30年度事
業報告（案）について②平成30年度収支決算報告（案）及
び収支差額処分（案）について③令和元年度事業計画
（案）について④令和元年度収支予算（案）及び令和元
年度会費の額（案）について、それぞれ審議、原案ど
おり承認された。
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1 運行管理者講習助成 1名あたり 3,100 円

2 整備管理者講習助成 テキスト代助成

3 安全教育訓練促進助成 1名あたり 10,000 円

1名あたり 20,000 円

1名あたり 40,000 円

5 運転記録証明手数料助成 1名あたり 630 円

1名あたり 2,300 円 　（一　般）
　　　　（公社）大分県トラック協会
　　　　自動車事故対策機構へ申込

〃 4,700 円 （初任・適齢診断）

7 運輸安全マネジメント講習助成 1名あたり 5,100 円

8 睡眠時無呼吸症候群ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査助成 1名あたり

9 健康診断等検診助成 1名あたり 1,500 円

10 血圧計導入促進助成 上限 30,000 円

環境対策推進事業助成 1社あたり 100,000 円

（グリーン経営・ＩＳＯ・
　　　　　　　　エコアクション２１取得助成）

〃 50,000 円

12 アイドリングストップ支援機器導入促進助成 上限 10,000 円

13 低公害車導入促進助成 1台あたり 50,000 円 ＨＢ・ＣＮＧ車

15 ＥＭＳ機器導入促進助成 〃 10,000 円

16 ドライブレコーダー機器導入促進助成 〃 3,000 円 ～ 10,000 円

18 ＥＴＣ２．０車載器購入促進助成 1台あたり 2,000 円

19 安全装置等導入助成 〃 10,000 円

20 ドライバー等安全教育訓練施設助成 1名あたり 38,000 円

21 支部交通事故対策活動助成 実績に応じて支給

22 可動式突入防止装置導入促進助成 〃 30,000 円

一般

環境対策

24 信用保証料助成 上限 300,000 円

※������������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������������

��������������������

�������������
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無料講習（一般講習、2年に1回）

無料講習（定期研修、2年に1回）

（受講料の2分の１） 教習受講者

車両台数の1.5倍　

6 適性診断受診料助成
（一般・Ｃ般診断）

　(初任・適齢者）　自動車事故対策機構へ申込

自動車事故対策機構にて講習受講者

500円～2，500円
全ト協指定検査機関　検査料の2分の1助成
車両50両未満　20名まで、50両以上　30名まで

4 中型・大型・牽引免許取得助成

(中型免許･限定解除(5t･8t)）

1事業者につき2名まで

(大型・牽引免許）

乗務員に限る

11

（新規）
エコアクション２１・・（新規・更新）50,000円

（更新）

1事業所1台限り、購入価格の2分の1　

ハイブリッド・ＣＮＧ車

14 モーダルシフト推進助成

（ﾌｪﾘｰ）　新規　（さんふらわあ 2,600円、その他 1,800円）

利用実績による。（保有台数に上限あり）　　　　　　 維持　（さんふらわあ 1,000円、その他 500円）

（RORO船）　運転手+車両 5，000円、車両のみ 2000円

（J　R　）　維持　月の利用額の２０％ 上限　５０，０００円/月

17 アルコールチェッカー普及促進助成 1事業所あたり 2,000 円 （携帯型）

車両台数の30％上限
新たに購入し装着・セットアップした車両

車両台数の30％上限

契約教習受講者（ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰONGA）

支部対象（飲食・旅費は除く）

　双方車両台数の30％上限

車両台数の30％上限

23 利子補給事業
0.3%

長期プライムレートに対する補給率
0.3%

（保証料の2分の1） 信用保証協会の保証料（ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ融資等）

購入価格の2分の1、1事業所につき1台を限度　

車両台数の30％上限（後方視野支援確認装置、
　アルコールインターロック）

－5－



1 健康診断等推進助成 1名あたり 1,500 円 （上限）

2 深夜業務従事者健康診断推進助成 〃 1,500 円 （上限）

3 ストレスチェック促進助成 1名あたり 500 円

4 脳・心臓疾患検査助成 1名あたり 5,000 円 （上限）

※����度���要���������������������������

����������������������������������������������

№ 制　　　度　　　名

1名あたり 40,000 円

〃 25,000 円 （5t限定解除）

2 睡眠時無呼吸症候群ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査助成 1名あたり

3 血圧計導入促進助成 1台あたり

5 アイドリングストップ支援機器導入促進助成 1台あたり

1台あたり 134,000 円 ～ 500,000 円

〃 100,000 円

〃 97,000 円 ～ 335,000 円

〃 1,000,000 円

7 安全装置等導入促進助成 〃 20,000 円

8 衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成 〃 100,000 円 （上限）

10 中小企業大学短期講座受講促進助成 1名あたり 15,000 円 ～ 20,000 円

※������������������������助成���������助�����助成�����

購入価格の2分の１（上限6万円） エアヒーター、車載バッテリー式冷房装置

1事業者につき1回
左記受入れ期間は、同一学生を対象
受入れ人数にかかわらず左記の助成額とする。

��������
乗務員を除く事務員・荷役作業員等に限る
（被けん引を除く車両台数まで）

深夜業務従事者の2回目の健康診断に限る
（被けん引を除く車両台数まで）

1会員につき50名を上限とする

検査費用の2分の1を助成

環境対応車導入促進助成
（低公害車）

CNG車（新車、最大積載量2t～4t）

ＣＮＧ車（使用過程車改造)

ＨＢ車

ＣＮＧ車（車両総重量25tクラス)

�������������
助　成　金　額 摘　　　要

500円～2，500円 全ト協指定検査機関で検査　検査料の2分の1助成

1 準中型免許取得助成
（準中型） 1事業者につき100,000円を限度

ドライバー個人での支払いは不可

車両総重量3.5t以上8t未満の車両（中小企業者のみ）
装置取得価格の2分の1

4 インターンシップ導入促進助成 　　　　　　　　　　　 　 ４日間　110,000 円

　　　　　　　　　　5日間以上　130,000 円

6

9 ドライバー等安全教育訓練促進助成 1名あたりの受講料について助成

特別研修（2泊3日以上の研修）・・・受講料の7割

　　　　　　　　　 ・・・Ｇマーク取得事業者は受講料全額

一般研修（1泊2日研修）・・・・・・・・・定額１万円

11 自家用自動車用燃料供給施設等助成
新設　　　　　　　上限　1,000,000円

増設　　　　　　　上限　300,000円

12 天然ガス自動車用燃料供給施設等助成
新設　　　　　　　上限　40,000,000円

増設及び改造　上限　10,000,000円

購入価格の2分の１（上限5万円） 1事業所につき1台を限度　

受入れ期間　　　　 　3日間　　90,000 円

受講料の３分の２の助成

助成対象経費の１/２以内

車両1台につき対象装置ごと
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運行管理者基礎講習《貨物》（前期）の開催について

　令和元年度運行管理者等基礎講習《貨物》（前期）の開催を以下の通りご案内いたします。

記

１．開 催 日　　令和元年７月３日㈬～５日㈮
　　　　　　　　※講習を修了するためには、３日間全ての出席が必要です。

２．受付時間　　午後９時～９時45分（初日のみ）

３．会　　場　　大分県教育会館　多目的ホール
　　　　　　　　大分市下郡長谷496－38　℡ 097－556－6411

４．申込方法　　⑴　インターネット予約
　　　　　　　　　　NASVAホームページからアクセスしてください。
　　　　　　　　　　（http://www.nasva.go.jp）
　　　　　　　　　　お申込み後は、「予約確認書」を印刷して当日受付にご提出ください。
　　　　　　　　⑵　インターネット環境が未整備の事業者様は、簡易書留（郵便料金は

事業者様ご負担）でのお申し込みが可能です。大分支所までお問い
合わせください。

　　　　　　　　
５．定　　員　　受講予約受付は先着順で、定員（200名）になり次第締切りといたします。

６．受講手数料　１名につき8,700円（初日受付時）
　　　　　　　　※混雑緩和のためお釣りの出ないようご協力ください。

７．携 行 品　　「予約確認書」の他に次の⑴～⑷をお持ちください。
　　　　　　　　⑴　筆記具（付箋紙を準備されると便利です）
　　　　　　　　⑵　手帳作成用写真１枚（受講前６ヶ月以内に撮影した無帽、正面上３

分身で、縦3.0センチ、横2.4センチ。必ず裏面に氏名を記載したもの）
　　　　　　　　⑶　運行管理者等指導講習手帳（既に手帳の交付を受けている方）
　　　　　　　　⑷　昼食（講習当日にお弁当等の販売はございません）
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トラックドライバー・コンテスト大分県大会の開催について
　交通事故防止及びプロドライバーの資質の向上を目的として、今年度も標記大会を開催
します。

記
１．開催日時　　令和元年７月27日㈯ 9：00～14：00（受付 8：30から）
２．開催場所　　大分県トラック会館
３．競技内容　　◦学科競技（交通法規・運転常識・構造機能）
　　　　　　　　◦実科競技（整備点検競技）
４．競技部門　　◦４トン車部門　　◦11トン部門　　◦トレーラ部門
　　　　　　　　◦女性部門（２トン、４トン、11トン、トレーラ）
５．出場資格　　⑴　各部門とも協会会員事業所の在籍従業員で勤務成績が優秀であり、

出場推薦日において過去３年間人身事故を起こしたことがなく、かつ
過去１年間無事故・無違反であること。但し、出場選手として、上記
以外の者を出場させることができるが、その者は順位付け及び全国大
会へ推薦することは出来ない。

　　　　　　　　⑵　同時に他部門への出場はできない。
　　　　　　　　⑶　過去に全国大会で優勝した者、及び全国大会に２回出場している者

（女性部門は除く）は出場することができない。
６．参加申込　　事務局宛に６月28日㈮までにお申込み下さい。

大分県フォークリフト運転競技大会の開催について
　フォークリフト運転競技を通じ、安全意識の高揚とともに運転知識と技術向上を図るた
め、今年度も標記大会を開催します。

記
１．開催日時　　令和元年８月３日㈯　競技大会  9：00～12：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　表 彰 式 13：30～14：00
２．実施場所　　（一社）大分県産業機械技能教習所
３．参加資格　　参加推薦日において、次のいずれかにも該当する者とする。
　　　　　　　　⑴　会員事業場の従業員で、勤務成績が優秀であり、かつフォークリフ

ト運転技能講習修了後、１年以上経過していること。
　　　　　　　　⑵　フォークリフト又は自動車の運転により、過去１年間事故を起こし

たことがないこと。人身事故については、過去３年間事故を起こした
ことがないこと。

　　　　　　　　⑶　過去の全国大会の入賞者でないこと。
　　　　　　　　　　※大分県大会に優勝した者は、その後２回を限度に出場できるもの
　　　　　　　　　　　とする
４．参加申込　　事務局宛に７月８日㈪までにお申込み下さい。
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児童絵画コンクール応募要領

【趣　　旨】　　豊かな感性と夢、創造力をもった子ども達から「未来のトラック像」
を描いてもらい、社会と共生する業界にふさわしい次代のトラック像を探
る。

【テ ー マ】　　みらいのトラック
　　　　　　　　　　　ゆめのトラック
　　　　　　　 ～こんなトラックあったらいいな～

【主　　催】　　公益社団法人 大分県トラック協会

【後　　援】　　九州運輸局大分運輸支局
　　　　　　　大分県教育委員会

【応募資格】　　県下小学校の児童のみなさん

【募集部門】　　〈低学年の部〉１・２年生
　　　　　　　〈中学年の部〉３・４年生
　　　　　　　〈高学年の部〉５・６年生

【応募方法】　　用紙は、四つ切画用紙、クレヨン、水彩など用具は自由です。
　　　　　　　応募作品は、未発表のものに限ります。一人何作品でも可能です。
　　　　　　　一作品ごとに必ず、下の応募票を作品の裏に貼って下さい。
　　　　　　　※作品は折らずにご応募をお願いします。

【宛　　先】　　公益社団法人 大分県トラック協会
　　　　　　　　大分市向原西１－１－27　　☎ 097－558－6311
　　　　　　　※くれぐれもお間違いのない様にご留意願います。

【応募締切】　　令和元年９月13日㈮必着
　　　　　　　※期日厳守でお願い致します。
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【表　　彰】　　〈最優秀賞〉全部門から　１名
　　　　　　　〈金　　賞〉各部門ごとに１名　計３名
　　　　　　　〈銀　　賞〉各部門ごとに２名　計６名
　　　　　　　〈銅　　賞〉各部門ごとに３名　計９名
　　　　　　　〈佳　　作〉主催者、審査員が状況に応じて人数を決定
　　　　　　　　　　　　　副賞　図書カード　
　　　　　　　　　　　～参加賞　入賞者を除く応募者全員～

【発　　表】　　各種広報媒体で入賞者を発表いたします。

【そ の 他】　◦最優秀賞、金賞・銀賞・銅賞を受賞された方々には別途ご連絡し、令和元年
11月４日月㈪大分市「ホルトホール」で開催予定の「交通・労災事故根絶
安全大会」イベントにおいて表彰いたします。また、受賞作品を、イベ
ント会場に展示いたします。

　　　　　　◦ご応募いただきました作品の著作権は公益社団法人大分県トラック協会に
帰属します。

…………………………………………… キ リ ト リ ……………………………………………

児童絵画コンクール応募票

題 　 名

学 校 名 小学校　　　年

所 在 地

氏
ふ り が な

名

学校のコンクール
指導者（担任）
※氏名には必ずふりがなをお願いします。
※必ずこの応募票を貼付して下さい。

※応募票は、コピーしてご使用下さい。
※必ず、下記応募票を作品裏面に添付して下さい。記入漏れにはご留意願います。
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街頭啓発活動（事故ゼロの日） の実施結果
　支部・分会等は、各種交通安全運動期間中や毎月20日を「事故ゼロの日」とし街頭啓発
活動を実施していますが、令和元年５月に実施された結果についてご報告致します。

※令和元年５月31日現在　報告受理分のみ列記

街頭啓発活動の様子

支部名／分会名 時　　間 場　　　　　所 事業所数 人 数 備　考

大 分 西
中 央 西

 7：30～ 8：00 大分市新川町 新川交差点 ５社 ６人 ５月13日
 7：30～ 8：00 大分市新川町 新川交差点 ７社 ９人 ５月20日

大 分 南  7：30～ 8：00 大分市中判田 白滝橋北交差点 ６社 17人 ５月20日
大 分 東  7：30～ 8：00 大分市 大分東警察署前 11社 13人 ５月13日
別 杵 別 府  7：30～ 8：15 別府市 別府観光港交差点 ９社 16人 ５月20日

県 北
中 津

 7：45～ 8：15 中津市 田尻崎交差点 11社 13人 ５月10日
 7：45～ 8：15 中津市 田尻崎交差点 11社 13人 ５月20日

宇 佐 ･
豊後高田

 7：45～ 8：15 宇佐市 柳ヶ浦高校前 ８社 ９人 ５月10日
 7：45～ 8：15 宇佐市 柳ヶ浦高校前 10社 11人 ５月20日

西 部
玖 珠  7：30～ 8：00 玖珠郡玖珠町山田 玖珠分会事務所前 15社 16人 ５月20日
日 田  7：30～ 8：00 日田市 玉川交差点 ８社 ９人 ５月20日

県 南 臼 津 11：00～11：30 臼杵市 臼杵警察署前 15社 15人 ５月20日

西部支部玖珠分会

県北支部中津分会

別杵支部別府分会

大分西支部中央西分会

県南支部臼津分会
大分西支部大分南分会

西部支部日田分会

－11－



事業用自動車の運転者に対する飲酒
運転の防止等法令遵守の徹底について

　今年に入り、事業用自動車の飲酒を伴う事故が、トラックにおいては10件発生したこと
を受け、国土交通省自動車局安全政策課長から、「自動車運送事業者が事業用自動車の運
転に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用の上、運転者に対する
指導監督の徹底について、一層の周知を図るよう要請がありました。
　事業用自動車の運転者による飲酒運転は、トラック運送業界の社会的信頼性を著しく失
墜させるばかりでなく、これまで築き上げてきた荷主との深い信頼関係をも根底から崩壊
させかねない悪質な行為です。
　つきましては、事業用トラック運転者に対する指導・監督・点呼等における徹底事項に関
し、トラック運送業界の飲酒運転根絶に向け再徹底をお願いします。

　運転者に対する指導・監督、点呼において、以下のことを徹底すること。
⑴　飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解させる
こと。
⑵　確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとと
もに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。
⑶　運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対
しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるな
どにより管理を行うこと。　

（参考）
「アルコール健康障害対策推進基本計画」（平成28年５月
31日閣議決定）
　Ⅳ　基本的施策
　　⑶　職場教育の推進
　　　○自動車運送事業における運転者の飲酒運転の防

止のため、講習・セミナー等を通じ、運行管理
者・運転者に対してアルコールに関する基礎知
識や飲酒運転の禁止等について周知・指導を行
う。また、点呼時のアルコール検知器の使用と
目視等での酒気帯びの有無の確認について、更
なる徹底を図る。

※右の「飲酒運転防止対策マニュアル」は、全ト協ＨＰ
に掲載されています。
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令和元年度 経営診断受診促進事業について

　（公社）全日本トラック協会では、様々な経営課題を抱える中小トラック運送事業者の
皆様の経営改善に資するするため、全ト協標準経営診断システムによる 「総合的な経営診
断（ステップ１）」、「経営改善相談（ステップ２）」の２ステップ方式で経営改善を図る経
営診断事業を実施します。トラック運送事業の経営診断に豊富な経験を持つ専門家による
診断を受けられた場合、経営診断・経営改善相談費用の一部を助成いたしますのでぜひご
活用下さい。

１．事業の趣旨

　　様々な経営課題を抱える会員事業者の相談ニーズに対応するため、全ト協または県ト
協が推薦する中小企業診断士等による「総合的な経営診断（ステップ１）」を行う。さらに、
その結果をベースに、経営改善に係る助言を行う「経営改善相談(ステップ２)」を実施
する。

２．事業の内容

　　経営改善に取り組む事業者が、経営実態の把握と課題を抽出するために必要な「総合
的な経営診断(ステップ１)」を実施する場合に、経営診断費用の一部を助成する。

　　「総合的な経営診断（ステップ１）」の後、診断士に具体的な経営相談、助言を希望す
る事業者に対して「経営改善相談(ステップ２)」を実施する。

　※全ト協または県ト協が推薦する中小企業診断士等が実施する「全ト協標準経営診断シ
ステム」による診断を受診

３．予算額

　　３１０万円

４．診断費用

　◦総合的な経営診断（ステップ１） 16万円（税別）
　◦経営改善相談（ステップ２）   ５万円（税別）
　※診断士の交通費は別途

事業の概要
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５．助成金額

　⑴　会員事業者
　　①　総合的な経営診断（ステップ１）
　　　　　８万円 （診断費用16万円（税別）の２分の１）
　　②　経営改善相談（ステップ２）
　　　　　２万円
　　　※各都道府県トラック協会による協調助成は任意とする。
　⑵　会員事業者（安全性優良事業所(Ｇマーク事業所))
　　①　総合的な経営診断（ステップ１）
　　　　　10万円（８万円（診断費用16万円（税別）の２分の１） + ２万円）
　　②　経営改善相談（ステップ２）
　　　　　３万円
　　　※申請時において安全性優良事業所(Ｇマーク)を取得していること。
　　　※各都道府県トラック協会による協調助成は任意とする。

６．実施期間

　　令和元年６月１日～令和２年２月28日

詳しくは、全日本トラック協会ホームページ「会員の皆様へ」→「新着情報」→「助

成制度」→「経営診断事業」の「『経営診断事業』のご案内」をご覧下さい。
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青年部だより
「令和元年度「通常総会」の開催
　大分県トラック協会青年部（佐藤政信会長）は、５月13日
㈪大分市「アートホテル大分」において標記会議を開催し
た。
　総会には来賓として、（公社）大分県トラック協会から仲浩
会長、山下柾規副会長、村本茂副会長、広沢稔専務理事、益
永浩常務理事に出席いただき、佐藤青年部会長のあいさつに
引続き、仲会長から来賓あいさつがあった後、審議にはいっ
た。議題の平成30年度事業報告及び収支決算報告並びに収支

佐藤青年部会長

卒業会員のご報告
　今年度の総会をもって、青年部を卒業されたのでご報告いたします。

【県北地区】株式会社 近藤運輸      代表取締役　近 藤 幸 仁 氏

差額処分（案）、
令和元年度事業計
画（案）及び収支
予算（案）が異議
なく承認された。
　閉会後、意見交
換会が行われ、トラック協会の執行部の方々と
貴重な時間を過ごすことができた。

仲会長

総会のようす

新入会部会員のご紹介
　新たに青年部に入会されましたので、ご紹介いたします。

【県北地区】株式会社 中津急行

【大分東地区】有限会社 ウェアハウス 代表取締役　内 田 達 也 氏

管理副本部長兼総務部長　川 口 綱 樹 氏

　これまで青年部活動にご尽力いただき、ありがとうございました。
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Ｇ20大阪サミット等の開催に伴う警備協力について

　Ｇ20大阪サミット等の開催をめぐって、我が国に対する国際テロの脅威が継続している
ほか、サイバー攻撃や右翼による違法行為の発生が懸念されることから、警察庁警備局長
及び国土交通省自動車局長より、テロ対策の徹底を図るよう要請がありました。
　つきましては、各事業所におかれましても、輸送の安全確保、テロ対策の徹底を図って
いただきますようお願いします。
　◦首脳会談　６月28日及び29日（大阪府）
　◦農業大臣会合　５月11日及び12日（新潟県）
　◦貿易・デジタル経済大臣会合及び財務大臣・中央銀行総裁会議
　　　６月８日及び９日（茨城県及び福岡県）
　◦持続可能な成長のためのエネルギー転換と地域環境に関する関係閣僚会議
　　　６月15日及び16日（長野県）
　◦労働雇用大臣会合　９月１日及び２日（愛媛県）
　◦保健大臣会合　10月19日及び20日（岡山県）
　◦観光大臣会合　10月25日及び26日（北海道）
　◦外務大臣会合　11月22日及び23日（愛知県）

◦サミット等開催場所周辺における大規
模行事、業務用車両利用及び小型無人
機等の使用の自粛
◦業務用車両、小型無人機等の管理及び
盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
◦身分証明書、制服等の管理及び盗難・
紛失時の警察への連絡の徹底
◦関係機関に対する交通規制内容の周知
及びサミット等開催地における交通総
量抑制に向けた指導
◦サイバーセキュリティ対策の強化

◦営業所・車庫内外の巡回
◦終業後のドアロックの徹底
◦営業所等における不審な荷物を発見時
及び不審者情報等の警察への連絡の徹
底
◦配送先から荷送り人に覚えがないなど
不審な荷物である旨の連絡があった場
合の荷物に触れない旨の注意喚起、荷
物の状態に応じた速やかな引き取り、
警察への連絡の徹底
◦放射性物質等危険物輸送における安全
管理の徹底
◦テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整
備及び確認

Ｇ20大阪サミット開催に伴うテロ防止に係る対応策
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　４月21日㈰、神戸市ＪＲ三宮駅前において発生した死傷事故を踏まえ、「乗合バスによ
る死傷事故の発生を踏まえた事業用自動車の安全確保の徹底について」（平成31年４月24
日付け国自安第７号）により、事業用自動車の安全確保に万全を期すよう周知徹底を図っ
たところですが、その後も、５月24日㈮、滋賀県草津市の名神高速道路上り線の草津ジャ
ンクション付近において、貸切バスが乗用車に衝突し、他の２台の乗用車を巻き込み、乗
用車に乗っていた方のうち１名が亡くなり、３名が重傷、11名が軽傷を負われたほか、貸
切バスの乗客２名が軽傷を負う痛ましい多重事故などが発生しております。
　今回の名神高速道路草津ジャンクション付近の事故の原因については現在調査中です
が、本件は、運転者の前方不注意によるものと思われる事故であり、自動車運送事業その
ものの社会的信頼を大きく失墜させるものであります。
　このため、事業用自動車の安全確保に万全を期すために、下記事項について貴会傘下会
員に対し改めて周知徹底をお願い致します。

記
　運送事業者は、運行管理者に対して以下のことを改めて徹底するとともに、その実施状
況について乗務記録を確認すること等により、安全に運行をすることができないおそれが
ある状況での運行を行わないこと。
⑴　運転者が過労運転とならないように、「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第１項の

貸切バスによる死傷事故の発生を踏まえた事
業用自動車の安全確保の取組の徹底について

　標記について、（公社）全日本トラック協会を通じ、国土交通省自動車局安全政策課か
ら周知依頼がありましたので、お知らせします。

貸切バスによる死傷事故の発生を踏まえた事
業用自動車の安全確保の取組の徹底について

公益社団法人 全日本トラック協会長　殿

国土交通省自動車局安全政策課長

国自安第25号
令和元年５月27日

－17－



規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（平成13年
12月３日国土交通省告示第1675号）その他の関係法令に基づいて作成した乗務割に従っ
て運転者を事業用自動車に乗務させるとともに、運転者の健康状態、披露状態等の確実
な把握に努め、安全な運転をすることができないおそれのある運転者を乗務させないこ
と。
⑵　運転者に対する指導、点呼等において、
　①　運行に際して注意を要する箇所を伝えた上で、運行している道路の状況に対する注

意を徹底すること。
　②　道路の状況を踏まえた安全測度での運転等の道路交通法等の法令遵守を徹底するこ

と。
　③　運転中に披露や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとるこ

とを徹底すること。また、披露や眠気により安全な運転を継続することができないお
それがあるときは、申し出るよう徹底すること。
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●国税だより

○大分税務署　（電話 ０９７－５３２－４１７１）※自動音声案内

○10月１日から消費税の軽減税率
　制度が実施されます

　本年10月１日から消費税及び地方消費
税の税率が８％から10％に引き上げら
れ、同時に消費税の軽減税率制度が実施
されます。
　軽減税率の対象品目は、大きく分けて
①飲食料品（酒類・外食等を除いたもの）、
②週２回以上発行される新聞（定期購読
契約に基づくもの）の２つです。

　軽減税率制度の実施に伴い、事業者の
方は、帳簿や請求書等を税率ごとに区分
して作成する必要があるほか、レジやシ
ステムの導入・改修・入替えが必要になる
場合もありますので、早めのご準備をお
願いします。
　軽減税率制度に関する詳しい情報は、
国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
内の特設サイト「消費税の軽減税率制度」
をご覧ください。

○源泉所得税等の納期の特例と納付

　給与などの支払いの際に徴収した所得
税及び復興特別所得税（以下「源泉所得
税等」といいます。）は、給与などを支払っ
た月の翌月10日までに納付しなければな
りません。
　なお、納付すべき税額がない場合で
あっても、翌月10日までに納付書（給与
所得・退職所得の所得税徴収高計算書）
を税務署へ提出していただく必要があり
ます（e－Tax（国税電子申告・納税シス
テム）の利用又は郵送等による提出もで
きます。）。
　また、給与の支給人員が常時10人未満
の事業所では、一定の手続きをすること
により、源泉所得税等の納付を年２回に

まとめて納付することができる源泉名所
得税等の「納期の特例」制度があります。
　また、給与の支給人員が常時10人未満
の事業所では、一定の手続きをすること
により、源泉所得税等の納付を年２回に
まとめて納付することができる源泉所得
税等の「納期の特例」制度があります。
　具体的には、次表を参照してください。

※納付期限の日が、日曜日、祝日などの
休日や土曜日に当たる場合には、その休
日明けの日が納付期限となります。

源泉所得税等の納期の特例制度
区　　分 納付期限

１～６月に源泉徴収した所
得税及び復興特別所得税 ７月10日

７～12月に源泉徴収した所
得税及び復興特別所得税 翌年１月20日
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試　験　種　別 講習内容 講　習　料 講 習 実 施 月 日
区別 種　　類 受講資格 日数 時間 受講料 テキスト代 ７月 ８月
免
許
移動式クレーン

登録第38号
全科（学科･実技） ６日 26H 97,200 4,482 18日～19日と

22日～25日実技のみ ６日 9H 88,560

技

　
　
　
　能

　
　
　
　講

　
　
　
　習

車
両
系
建
設
機
械

整地･運搬等

登録第36号

大型特殊運転免許所持者
小型車両系特別教育所持
者（３ヶ月以上）

２日 14H 48,600 1,400 10日～11日
29日～30日 19日～20日

全科（学科･実技） ６日 38H 91,800 1,400 18日～19日と22日～25日

１日と
５日～９日
22日～23日と
26日～29日

解 体 用
登録第3－21号

車両系（整地等･旧
解体）技能講習所
持者

１日 5H 16,200 1,540 ４日 ５日

不整地運搬車
登録第3－23号

車両系（整地等）
技能講習所持者
大型特殊免許所持者

２日 11H 34,560 1,540 ８日～９日
22日～23日 26日～27日

高 所 作 業 車

登録第3－22号

移動式・小型移動式
クレーン技能講習所持者 ２日 12H 36,720 1,850 １日～２日

16日～17日 19日～20日
普通運転免許所持者 ３日 14H 37,800 1,850 １日～３日

16日～18日 19日～21日普通運転免許なし ３日 17H 46,440 1,850
小 型 移 動 式
ク レ ー ン

登録第3－20号

玉掛･床上ク技能講習
クレーン免許所持者 ３日 16H 41,040 1,340 ９日～11日

29日～31日 21日～23日
免除なし ３日 20H 45,360 1,340

玉 掛 け
登録第41号

小ク･床上ク技能講習
移ク・クレーン免許所持者 ３日 15H 19,440 1,645 ３日～５日

24日～26日 28日～30日
免除なし ３日 19H 23,760 1,645

フォークリフト

登録第4－1号

フォークリフト特別教育（３ヶ月）
大型特殊免許所持者（キャ
タピラ限定なし）

２日 11H 16,200 1,620 １日と５日 19日と23日

大型・中型・普通運転
免許所持者 ４日 31H 29,160 1,620

１班 １日～４日 19日～22日
２班 １日と

８日～10日
19日と
26日～28日

土･日 31日～9/1日と
9/7日～8日

普通運転免許なし ５日 35H 30,240 1,620

シ ョ ベ ル
ロ ー ダ ー

登録第4－2号

大型特殊免許所持者（キャ
タピラ限定なし） ２日 11H 15,120 1,836 受講希望者が一定の人数に

達した時点で実施を検討し
ます。大型・中型・普通運転

免許所持者 ５日 31H 31,320 1,836

特
別
教
育

クレーン等（吊り上げ過重５ﾄﾝ未満） ２日 13H 11,880 1,645 11日～12日
29日～30日 26日～27日

小型車両系（機体質量３トン未満） ２日 13H 11,880 1,340 11日～12日
ロ　　ー　　ラ　　ー（制限なし） ２日 10H 11,880 1,340 16日～17日 20日～21日
フォークリフト（最大荷重１トン未満） ２日 12H 11,880 1,620 18日～19日 29日～30日
職 長･安 全 衛 生 責 任 者 教 育 ２日 14H 11,880 1,512 ２日～３日

16日～17日
熱 中 症 予 防 労 働 衛 生 教 育 １日 3.5H 4,320 1,404

令和元年度 技能講習･実技教習計画、講習料一覧表
大分労働局長登録教習機関　大分産業機械技能教習所だより

（問い合わせ先）

大分産業機械技能教習所一　　般
社団法人

☎（０９７）５５４－２２４６
ＦＡＸ（０９７）５５４－２２４８

※受講申込みの際に、助成金利用の旨をお知らせ下さい。

〒870-0905 大分市向原西１－５－11

☆建設業もあわせ営んでいる会員の皆様
　技能講習について次の会社は助成金制度の適用があります。
　建設労働者確保育成助成金（大分労働局 大分助成金センター）

　１　中小建設事業主であること。
　２　雇用保険料が「建設の事業」の料率であること。
　３　受講者が被保険者であること。
　４　労働保険料を滞納していないこと。
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◎はい作業主任者技能講習（定員各50名）	 	 	 ６月26日㈬・27日㈭
	 	 	 	 	 	 	 	 	 10月24日㈭・25日㈮
	 	 	 	 	 	 	 	 	 １月23日㈭・24日㈮

◎積卸し作業指揮者安全教育（定員各30名）　　　	 	 ７月17日㈬

◎車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育（定員各30名）	９月13日㈮

◎交通労働災害防止担当管理者教育（定員各20名）	 	 10月４日㈮

※各々定員になり次第締め切ります。

〈再交付･書替について〉　
　フォークリフト及びショベルローダー等運転技能講習の業務廃止に伴い、当支部で取得
された修了証の再交付・書替は「技能講習修了証明書発行事務局」での手続きとなります。
（HP：http://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/・TEL：03－3452－3371、3372）

令和元年度 講習案内
陸災防だより

大分労働局長登録 ･登録番号第 48 －５号

講　　習　　名 受講資格 受講料（税抜） テキスト代（税抜）

は い 作 業 主 任 者 （はい付け、はい崩し実務経験３年以上） ８，０００円 １，４５０円

積 卸 し 作 業 指 揮 者 ７，０００円 １，７５０円

車 両 系 荷 役 運 搬 機 械 ７，０００円 １，７５０円

交通労災防止管理担当者 （要：運行管理者基礎講習修了証の写） ５，０００円 １，４５０円

〔問い合せ先〕
陸上貨物運送事業労働災害防止協会

大分県支部
☎（０９７）５５６－７８６６
ＦＡＸ（０９７）５５２－１５９１
〒 870-0905 大分市向原西１丁目１－ 27

大分県トラック会館内

【受講料等のご案内】

【振　込　先】
　大分銀行　中島支店　普通　１４６０７０　陸災防大分県支部（リクサイボウオオイタケンシブ）
　※振込手数料は、貴社負担でお願い致します。
　※振込は講習日の２週間前までにお済ませ下さい。
	 ※振込でお支払いされた場合、領収証は発行致しません。領収証が必要な場合は、窓口及び現金書留にて
　　お願い致します。

❖受講希望日が決まりましたら、電話にてご予約下さい。（２ヶ月前から受付開始）

～ 現場の安全は、教育から ～

※上記金額は税抜表示です。お振込の際は、講習日の消費税法に基づく税率を含んだ金額をお振込みください。
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受付番号

不可

不可

���  0�����������      ���  0�����2�����

自

至

第 号

 令和　　　年　　　月　　　日

〒 －

－ －

－ －

〒 －

－ －

　昭和　・　平成　　　　年　　　月から

　平成　・　令和　　　　年　　　月まで

注 １） ※印以外の欄は、申込者において記載のこと。

２） 事業主証明は、特定の場合を除き不要のこと。

※

陸上貨物運送事業労働災害防止協会大分県支部　技能講習・安全教育申込用紙

　入金日　　／　　受講料　　　　　　テキスト代　　　　　　合計　　　　　　　円

担当者 実施管理者

照
合

現金･振込

資格証写 写　　真 講習料

下欄に、本人確認書類（自動車運転免許証）の写しを添付して下さい。

自動車運転免許証（写）

申込年月日 令 和 年 月 日

申込者氏名
（受講者本人）

㊞　特定の場合とは、はい作業主任者技能
　講習を指す。

ＦＡＸ

フリガナ ※
事業主
証　明名 称

経験　　　年　　　ケ月 ㊞

－ －

携帯電話

ＦＡＸ

勤
　
務
　
先

所在地
－ －ＴＥＬ

現 住 所

ＴＥＬ

生 年 月 日
昭和

　　　　年　　　　月　　　　日　　
平成

フリガナ 男
・
女

※
修了証
交 　付

番　号

氏 名
年月日

写真��

（�ら�いこと）

受 講
年 月 日

令和　　　　年　　　　月　　　　日
受講講習名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　 カラーコピー

縦3.0cm 横2.4cm

写真の裏に氏名

受　講　申　込　書　（ 修 了 証 � � ） を記入のこと｡　　
　 デジカメ
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令和元年度 陸上貨物運送事業夏期労働災害防止強調運動

　陸災防においては、「陸上貨物運送事業労働災害防止計画」（計画期間2018年度～ 2022年度）に基づき、
　①死亡者数：2018年～ 2022年の5ヵ年中に15％以上減少させる。（2019年は、99人以下）
　②死傷者数を2017年から5％以上減少させる（2019年は、15,356人以下）
　③健診の完全実施及び健診結果に基づく有所見者に対する適切な事後措置の徹底を図る
とした目標を設定し、その目標を達成するため、積極的な安全衛生活動を展開しているところである。
　平成30年の労働災害発生状況は、死亡災害が102人（前年同期比－35人、－25.5％）と減少がみられ
ているものの、死傷災害は15,818人（前年同期比＋1,112人、＋7.6％）と大幅な増加となっている。
　特に、死傷災害では、墜落・転落、転倒、動作の反動無理な動作（腰痛）、はさまれ・巻き込まれ等
による荷役作業中災害が多発しており、荷役災害の防止により一層強力に取り組む必要がある。
　荷役運搬関係の作業における労働災害防止対策に関しては、平成25年3月に厚生労働省から「陸上
貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」（以下「荷役ガイドライン」という。）が公
表されていることを踏まえ、荷役災害防止研修会の開催、個別サポート事業の実施等により、目下、
その周知・普及に向け取り組んでいるところである。
　また、陸運業においては長時間労働による過労死等が問題となっており、これを予防するため、健
康診断及びその事後措置の徹底等積極的取組、ストレスチェックの実施とその結果に基づくメンタル
ヘルス対策の推進、腰痛減少への取組を一層推進する必要がある。
　こうした状況を踏まえ、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、労働災害防止のために
以下の取組を行うこととする。

実施期間：令和元年7月1日㈪～7月31日㈬

スローガン「そのヒヤリ 他
ほか

の人にも起こるかも 荷主に伝達 情報共有」
（令和元年度安全衛生標語　荷役部門入選作品）

趣　　旨

⑴　職場の安全衛生管理体制を確立して適切に機能させるとともに、経営者と従業員が一致協力して
自主的な安全衛生活動を継続的・効果的に実施する。
⑵　経営トップは、労働災害防止のためにその所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パト
ロール等を行い、労働災害防止について従業員への呼びかけを行う。
⑶　安全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主点検表」（※）により職
場の安全衛生点検を行う。
⑷　「荷役ガイドライン」に基づき、荷主等の協力を得て積卸し作業の内容の確認・把握を行い、荷役
作業に伴う安全上の確認事項をあらかじめ運転手に提供できるように、荷主等との「運送契約時に
必要な連絡調整に係る事項」の文書による取決めや「安全作業連絡書」の活用を図る。
⑸　危険予知活動（KY活動）、リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム等を実施する。
⑹　安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。

会員事業場の実施事項

※陸上貨物運送事業労働災害防止協会ＨＰ（http://www.rikusai.or.jp/）から、ダウンロードして下さい。
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貸出機器の紹介

適正診断機器
◦貸出期間　　２週間程度
◦診断内容　　一般診断のみ（原則）
◦料　　金　　無料
◦申込方法　　事務局までお問い合わせ下さい。

自動血圧計機器
◦貸出期間　　２週間程度
◦料　　金　　無料
◦申込方法　　事務局までお問い合わせ下さい。
◦診断機器　　メーカー：オムロン
　　　　　　　型　　番：HBP-9020『健太郎』
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令和元年度運輸安全マネジメント認定セミナーのご案内

　平成18年10月から導入された「運輸安全マネジメント」制度について、国土交通省より
認定を受けた「運輸安全マネジメント認定セミナー」（以下、認定セミナー）を次の要領
で開催いたします。

１．受講者のメリット（監査インセンティブ）
　　経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、受講内容を活用して安全管理体制の
構築・強化に取り組んでいることが国土交通省により確認された事業者については、長
期未監査を理由とする一般監査の対象外となる場合があります。この監査インセンティ
ブの適用を希望される場合、認定セミナーを受講した後に各事業者において受講内容を
活用し、その後国土交通省に所定の調査票を提出していただく必要があります。制度に
関する詳細は、国土交通省へお問い合わせ下さい。（http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/
certif.html）

２．認定セミナーのテーマと内容
　　運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
　　～輸送の安全性の向上に向けて～
　　①　ガイドライン
　　　　上記ガイドライン14項目について、安全管理体制全般の構築・改善を推進するた

めの取組のねらいや取組方法を項目毎に具体的事例を交えながら丁寧に解説します。
　　②　リスク管理（基礎）
　　　　上記ガイドライン項目「事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用」について、事

故の再発防止に関するリスク管理の必要性や事故等情報の収集・活用方法等につい
て具体的事例を交えながら解説及びケーススタディを行います。

　　③　内部監査（基礎）
　　　　上記ガイドライン項目「内部監査」について、内部監査員の役割や監査方法、是

正・改善措置の方法等といった内部監査を実施するために必要となる知識について
具体的事例を交えながら解説及びケーススタディを行います。

　　※全ての認定セミナーにおいて、受講者全員に「受講済証」を交付します。

３．日　時
　　○『（国土交通省認定）NASVA ガイドラインセミナー』
　　　　令和元年11月28日㈭　13：30 ～ 17：00
　　　　令和２年２月６日㈭　13：30 ～ 17：00

－31－



　　○『（国土交通省認定）NASVA 内部監査（基礎）セミナー』
　　　　令和２年２月13日㈭　13：30 ～ 17：00
　　○『（国土交通省認定）NASVA リスク管理（基礎）セミナー』
　　　　令和元年12月５日㈭　13：30 ～ 17：00

４．会　場
　　大分県トラック会館 ５階大会議室（大分市向原西１丁目１－27）

５．受講料
　　各セミナー：5,100円……大分県バス･トラック協会の助成対象となりますので、同協
　　　　　　　　　　　　　会員様は無料です。
　　※助成枠の上限に達した場合は事業者負担となります。なお、10月より消費税率が改

定された場合は、5,200円となります。

６．申込方法
　　インターネットにてお申し込みください。（定員になり次第締め切りといたします。）
　　インターネット環境がないというお客様は下記までお問い合わせください。

７．お問い合わせ先
　　独立行政法人 自動車事故対策機構（ナスバ）大分支所
　　〒870－0905　大分市向原西１丁目１－27　大分県トラック会館３階
　　ＴＥＬ 097－558－3155 ／ ＦＡＸ 097－558－3156　
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平成30年度職場における熱中症の発生状況について

　平成30年における大分県の熱中症の発生状況は124人と前年より32人の増加となってい
ます。各事業場において、熱中症予防の確実な取組が行われますよう、特段のご配慮をお
願いします。

◎令和元年「ＳＴＰ！熱中症　クールワークキャンペーン」
令和元年５月１日から９月30日まで

－35－



頁数 旧 新 変更の種別

15 大分総合運輸㈱東支店 営業所の廃止

44
新生総合㈱
小田　眞理子 小田　修一郎

代表者の変更

会員名簿訂正方のお願い
下記のとおり、会員事業所において事業計画変更がありましたので、お知らせします。

月
区分

18年
５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

19年
１ ２ ３ ４

スタンド
平 均

大　分 112.1 115.2 113.2 115.6 116.5 119.8 116.5 109.3 106.4 109.4 108.8 112.9
全　国 106.7 109.0 109.9 109.4 111.9 116.1 112.1 104.9 102.8 103.7 106.8 108.2

ローリー
平 均

大　分 99.7 104.2 104.2 104.1 106.4 110.2 104.8 96.5 95.9 97.9 101.2 103.2
全　国 100.8 101.7 102.8 102.1 104.4 108.8 103.0 95.1 92.3 94.9 97.3 100.1

カ ー ド
平 均

大　分 107.9 110.1 110.0 107.8 110.6 116.5 110.3 103.5 100.7 101.4 105.5 107.2
全　国 106.2 108.2 108.8 108.2 110.1 115.0 110.8 102.5 100.4 101.8 105.1 106.3

燃 料 情 報 ２．購入メーカー
件数 割合

ＪＸ日鉱日石 14 46.7
出 光 4 13.3
昭 和 シ ェ ル 3 10.0
エクソンモービル 1 3.3
キ グ ナ ス 0 0.0
コ ス モ 5 16.7

そ の 他 3 10.0
合 計 30 100.0

１．価　格（円）
価　格（県内）

最高 最低 平均
スタンド平均 125.0 104.0 112.9
ローリー平均 117.0 97.5 103.2
カ ー ド 平 均 121.2 101.0 107.2

注）平均価格は県ト協、全ト協調べ（消費税抜きの価格）
注）スタンド：スタンドと特約をしている値段の平均

2019年４月末現在で調査した県内の
軽油価格は次のとおりです。

軽油価格調査一覧表

会　　社　　名
代表者名 種別 営 業 所 の 位 置

車　両　数 ＴＥＬ
入会年月日 普 小 被 霊 計 ＦＡＸ

新和運送㈱
令和１年５月21日

古手川正治
一般
利用

佐伯市弥生大字
　　　床木120番地

18 ４ 22
0972－46－1911
0972－46－2110

新入会員紹介
下記の方が、入会されましたので、ご紹介します。
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2019年５月2４日現在
（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表 （2019年４月）

2019年４月 単 純 計 算 表 地区：九州（沖縄除）
スタンド平均 ローリー平均 カード平均
110.46 101.78 107.25

2019年４月 元 売 別 集 計 表 地区：九州（沖縄除）
元　　売　　名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
JX 日 鉱 日 石 111.55 100.58 107.46
出 光 110.16 102.50 107.84
昭 和 シ ェ ル 112.75 102.12 106.60
エクソンモービル
キ グ ナ ス
コ ス モ 111.38 95.71 104.59

そ の 他 108.55 104.37 107.99

2019年４月 購 入 量 別 集 計 表 地区：九州（沖縄除）
月 間 購 入 量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 110.88 101.65 108.02
30 ～ 50キロリットル未満 104.35 102.93 102.48
50 ～ 100キロリットル未満 101.48 98.49
100キロリットル以上 99.08

2019年４月 支払期限別集計表 地区：九州（沖縄除）
支　払　期　限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30　 日　 未　 満 108.02 103.67 106.64
30 ～ 60日 未 満 112.39 101.61 106.68
60　 日　 以　 上 110.45 100.92 116.55

軽 油 価 格 推 移 表 地区：九州（沖縄除）
スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2 0 1 8 年 1 2 月 106.90 96.85 103.88
2 0 1 9 年 １ 月 104.37 93.46 100.88
2 0 1 9 年 ２ 月 106.33 96.65 102.73
2 0 1 9 年 ３ 月 108.63 99.34 105.46
2 0 1 9 年 ４ 月 110.46 101.78 107.25

※消費税抜きの価格となります。
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日 曜 行　　　　　　　　　　　　　　　事

16 日

17 月 大分県総合防災訓練説明会（14：00 国見生涯学習センター）、全ト協 セメント部会（15：00 名古屋
「キャッスルプラザ」）、九州トラック交通共済通常総代会（15：30 ホテル日航福岡）

18 火 総務・企画委員会（13：30 大分県トラック会館）、九州の東の玄関口としての拠点化戦略フォローアッ
プ会議（13：00 県庁舎本館）、夏の省エネ・節電セミナー（13：20 コンパルホール）

19 水 全ト協 重量部会（15：30 水戸市「ホテルテラスガーデン水戸」）

20 木 九州ブロック専務理事業務連絡会議（14：00 オリエンタルホテル福岡）、九ト協 理事会（15：00 オ
リエンタルホテル福岡）、九ト協 通常総会（16：30 オリエンタルホテル福岡）

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火 正・副会長会（10：00 大分県トラック会館）、第２回臨時理事会（13：00 大分県トラック会館）

26 水 大分県ポートセールス実行委員会総会（10：00 県庁舎新館）

27 木 日本トラック興行㈱株主総会（11：00 第一ホテル東京）、全ト協 通常総会（13：00 第一ホテル東京）
全ト協 理事会（14：45 第一ホテル東京）

28 金

29 土

30 日

7/1 月

2 火

3 水 運行管理者等基礎講習（10：00 大分県教育会館）

4 木 運行管理者等基礎講習（10：00 大分県教育会館）

5 金 運行管理者等基礎講習（10：00 大分県教育会館）

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水 全ト協 引越部会（15：00 名鉄グランドホテル）

11 木 全ト協 常任理事会・理事会（14：45 第一ホテル東京）、全ト協政治連盟夏季懇親パーティ（16：00 第
一ホテル東京）

12 金

13 土

14 日

15 火 海の日

行事予定表（６月16日～７月15日）
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単　　位 単価（円） ご注文部数
１ 運転日報（基本タイプ） １冊（100枚） 170
２ 運転日報（応用タイプ） １冊（100枚） 320
３ 乗務日報 １冊（100枚） 270
４ 日常点検記録簿（トラック用） １冊 150
５ 　　　〃　　 　（トラクタ・トレーラー用） １冊 150
６ 点呼記録（12名・Ａ様式：途中点呼あり）１冊（100枚） 350
７ 点呼記録（12名・Ｂ様式：途中点呼なし）１冊（100枚） 350
８ 点呼記録（25名・Ａ様式：途中点呼あり）１冊（100枚） 600
９ 点呼記録（25名・Ｂ様式：途中点呼なし）１冊（100枚） 600
10 点呼記録 ファイル（12名用） １個 1,300
11 点呼記録 ファイル（25名用） １個 1,800
12 点検整備記録簿（Ａ４判・２枚複写） １冊 300
13 車両管理台帳綴（Ａ４判） １冊 220
14 運転者台帳（労働者台帳） 50枚 500
15 運転者台帳（労働者台帳）索引 １枚 25
16 運転者台帳用ファイル（索引付） １個 800
17 運行管理者 １枚 50
18 整備管理者 １枚 50
19 事故報告書（４枚複写） １セット 200
20 運行管理規程 １冊 200
21 整備管理規程 １冊 150
22 ゼロ旗（大） １枚 1,500
23 安全旗（大） １枚 1,500
24 運行指示書（２枚複写） 30組 400
25 　　〃　　 （２枚複写・30組） １冊 480
26 事業報告書 １冊 100
27 タコチャート紙　Ｍ－７－120 １個 600
28 　　　　　　　　Ｍ－７－140 １個 600
29 　　　　　　　　Ｌ－７－120 １個 600
30 　　　　　　　　Ｍ－26－120 １個 600
31 　　　　　　　　Ｍ－26－140 １個 600
32 標準貨物自動車運送約款（掲示用） １枚 108
33 　　　　　 〃　　　　　（冊子） １冊 162

帳票関係FAX注文書

ご住所（〒　　－　　　） お電話
（　　　　）　　　　－

貴社名
担当者名

※ご記入いただきました個人情報については、帳票注文に係る業務以外の目的には利用いたしません。

（公社）大分県トラック協会 宛　（FAX：097－552－1591） 令和　　年　　月　　日
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　１. 第72回 公益社団法人大分県トラック協会定時総会
 令和元年度 大分県トラック事業政治連盟通常総会
　 令和元年度 陸上貨物運送事業労働災害防止協会大分県支部通常総会を開催
　２. 各種助成制度について
　３. 運行管理者基礎講習《貨物》（前期）の開催について
　４. トラックドライバー・コンテスト大分県大会の開催について
　５. 大分県フォークリフト運転競技大会の開催について
　６. 児童絵画コンクール応募要領
　７. 街頭啓発活動（事故ゼロの日）の実施結果
　８. 事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について
　９. 令和元年度 経営診断受診促進事業について

☆青年部だより

☆行政だより
　⑴ Ｇ20大阪サミット等の開催に伴う警備協力について
　⑵ 貸切バスによる死傷事故の発生を踏まえた
 　　　　　　事業用自動車の安全確保の取組の徹底について
　⑶ グリーン経営推進講習会（長崎）を開催します！
　⑷ 改善基準告示を遵守しよう！
　⑸ 不正改造は犯罪です！
 
☆国税だより

☆大分産業機械技能教習所だより

☆陸災防だより
　講習案内
　令和元年度 陸上貨物運送事業夏期労働災害防止強調運動

☆お知らせ
　⑴ 貸出機器の紹介
　⑵ 令和元年度運輸安全マネジメント認定セミナーのご案内
　⑶ STOP！熱中症 クールワークキャンペーン
　⑷ 平成30年度職場における熱中症の発生状況について
　⑸ 新入会員紹介
　⑹ 会員名簿訂正方のお願い
　⑺ 燃料情報
　⑻ 行事予定表
　⑼ 帳票関係FAX注文書

当誌「大分トラック情報」がホームページにて閲覧可能となっております。
閲覧用パスワードは「６３１１」です。



GGマーク
検索検索

インターネットを
利用して申請書類が作成できます。

申請案内など詳しくは「Gマーク」で検索！！

国土交通大臣指定　全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

http：//www.jta.or.jp

●「安全性優良事業所認定制度」に関する詳しい
　内容については、ホームページをご覧ください。

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-2-5  全日本トラック総合会館
TEL.03（3354）1067　FAX.03（3354）1019
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車両を売却する際には
「Gマーク」ステッカーを
剥がしていただく等、
Gマーク認定事業所が
正しく認知されるように
してください。

　以下の「Gマーク」ステッカーの貼付は不正使用となります。Gマーク制度の信頼性を
維持するためにも、車両に貼付される「Gマーク」ステッカーの適切な使用をお願いします。

2016年12月31日まで有効
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更新種別 前回の申請年度 現在の認定証番号
初回更新
2回目更新
3回目更新
4回目更新
5回目更新

平成29年度（新規）
平成28年度（初更）
平成27年度（2更）
平成27年度（3更）
平成27年度（4更）

29＊＊＊＊＊
28＊＊＊＊＊（1）
27＊＊＊＊＊（2）
27＊＊＊＊＊（3）
27＊＊＊＊＊（4）

更新の
お知らせ 前回以下の申請年度に認定された事業所の

皆様は、今年度、更新手続きが必要となります。
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よ ※「Gマーク」の『G』は「Good」（良い）、

　「Glory」（繁栄）の頭文字「G」を取ったものです。

有効期限2023年末

2019年度貨物自動車運送事業安全性評価事業

安全の証しGマーク

本誌には、皆様への重要なお知らせが掲載されております。必ず社内回覧をお願いします。
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TOPICS・重要なお知らせ
●

●
●

第72回 公益社団法人大分県トラック協会定時総会
令和元年度 大分県トラック事業政治連盟通常総会
令和元年度 陸上貨物運送事業労働災害防止協会大分県支部通常総会
各種助成制度について
運行管理者基礎講習《貨物》（前期）の開催について

6

くじゅうのミヤマキリシマ

を開催
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